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災害対策に係る総合調整に関すること。

災害対策本部等に関すること。

地域防災計画に関すること。

防災会議に関すること。

防災訓練に関すること。

自主防災組織に関すること。

災害統計及び災害情報に関すること。

防災機器に関すること。

防災意識の普及啓発に関すること。

国民保護対策本部等に関すること。

国民保護計画に関すること。

国民保護協議会に関すること。

危機管理監の庶務に関すること。
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4 テヲ〒乍与^尋努a)王見三兄

事

1 災害対策本部等

に関すること

項

2防災会議に関す

ること

災害発生が予測される場合、又は発

生した場合において、迅速かつ的確に

対応するために、災害対策本部等の配

備体制をとっている6

内

3地域防災計画に

関すること

容

災害対策基本法第16条に基づき、

関係機関を含めた長崎市防災会議を設

置し、防災に関する基本方針の決定及

び関係機関との連絡調整を図ってい

る。

4防災訓練に関す

ること

災害対策基本法第42条に基づき地

域防災計画を作成しており、毎年、内

容に検討を加え、必要がある場合は、

修正を行うこととしている。

平成29年度実績

災害対策本部

地震配備

災害警戒本部

災害警戒体制

の

概要・実績

5避難所の指定等

に関すること

総合防災訓練を実施し、防災関係機

関の緊密な連携を図るとともに、市民

の防災意識の高揚のために、運動会や

祭りなどに併せて、住民主体による地

域防災訓練の推進を行い、地域防災力

の向上を図っている。

(平成28年度実績)

回( 0回)

回( 1回)

回(1 6 回)

3 3 回(3 3回)

(長崎市防災会議の構成)

市長

委 4 9人

平成2 9年度実績)

開催回数 1回

指定緊急避難場所(広場)

災害対策基本法第49条の4に基づ

き指定するもので、災害発生時に一時

的に避難できる場所を確保している。

指定避難所(建物)

災害対策基本法第49条の7に基づ

き指定するもので、災害発生時に避難

者を必要な期問滞在させる施設を確保

するとともに、運営及び環境改善を図

つている。

(平成29年度の主な修正点)

・長崎県津波災害警戒区域の指定

・避難所の指定基準の修正

・業務継続計画の基本理念

・避難勧告等発令に関する判断基準

の見直し

6情報伝達に関す

ること

(平成29年度実績)

総合防災訓練

琴海大平町「琴海北部公園」

地域防災訓練 17回

市民に気象情報や災害情報を提供す

る防災行政無線等の維持管理を行って

いる。また、平成28年度から防災行

政無線のデジタル方式での更新に向け

た整備に取り組んでいる。

(平成29年度末現在)

指定緊急避難場所(広場)

1 5 1 箇所

指定避難所(建物)

262箇所

防災行政無線と併せて、気象情報や

避難情報等を提供する手段の整備及び

周知を図っている。

(平成29年度末現在)

防災行政無線放送設備

5 6 7箇所

・防災情報メール

・緊急速報メール

・ホームページ

・ツイッター

・フエイスブック

・テレフォンサービス
m80-999-002

・テレビのデータ放送

(ケーブルテレビ、 N BC)
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事

7国民保護計画に

関すること

項

8自主防災組織の

結成促進及び活

動活性化に関す

ること

武力攻撃事態等における国民の保護

のための措置に関する法律第35条に

基づき作成されており、修正の必要が

ある場合は、同法第39条により長崎

市国民保護協議会に諮問することとな

つている。

内 容

自治会定例会や地域防災マップづく
りなどあらゆる機会を捉えて、自主的

な防災活動の必要性を説明し、結成促

進を図っている。

また、結成後は地域の実情に合わせ

た防災訓練や地域の行事での防災啓発

など定期的な活動の提案を行ってい

る。

1回

3 8 回

(長崎市国民保護計画策定状況)

平成26年1月策定

(長崎市国民保護協議会の構成)
^

市長長^

委 47人貝

9市民防災リーダ

ーの養成に関す

ること

( H 2 1 ~)

概要・実績

年度

.

)自主防災キ且織宗吉成率の推

キ吉成数

累

H21

キ吉成率
(%)

(平成29年度実漬)

結成数

説明会実施数延べ2

(平成29年度末現在)

累計結成数 5

結成率 59

計

地域防災の推進役となる市民防災リ

ーダーの養成講習会を実施している。

養成後は、ステップアップ講習会な

どを実施し、リーダー問の情報共有や
資質向上を図っている。

4

H22

364

36.8

17

H23

381

38.6

12

H24

10 地域防災マップ

づくりに関する

こと

(H 2 3 ~)

393

(参考)市民防災リーダー養成者数の推移

40.1

7

1 5 自}台会

1 8 自治会

年度

H25

400

養成者数

40.6

33

H26

83自治会

3%

433

H21

35

44

H27

地域住民が地域の危険箇所や避難所

などを確認しながら、地域防災マップ

を作成し、完成したマップを全世帯に

配布している。

468

86

(平成29年度実績)

養成者数 8 6人

新規養成講習 2回

(平成29年度末現在)

累計養成者数 984人

H22

47.3

57

H28

86

525

170

H23

53.2

43

256

H29

130

568

11 防災意識の普及

啓発に関するこ

と

H24

(参考)地域防災マップづくり実施自治会数の推移

57.8

15

386

102

583

H25

59.3

488

年度

謁

90

H26

実施数

578

82

H27

専門講師を招いての防災講演会や職

員による防災講話等を実施することに

より市民の防災意識の啓発を図ってい

る。

累計

660

(平成29年度実績)

3 8 自1台会実施数

(平成29年度末現在)

5 0 8 自j台会累計実施数

151

H28

H23

81 1

87

H29

H24

898

86

22

H25

984

25

141

H26

508166

81

H27

247

157

(平成29年度実績)

防災講演会

防災講話等

H28

404

66

H29

470

き
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1.なぜデジタル化するのか

電波の有効利用が主な目的です。

デジタル化すると、電波の周波数帯を細かく設定できるた

め、より多くの人たちが利用することが可能になります。

テレビが地上アナログ放送から地上デジタル放送へ移行

されたのも、これと同じ理由からです。

防災行政小、線

現在の防災行政無線は

アナログ方式

防災行政無線を

デジタル方式
に更新する必要があります。

r r t

長崎市防災危機管理室

デジタル化後の戸別受信機はとうなるのか

各世帯に設置しているアナログ式の戸別受信機(防災ラジ

オ)ほ平成32年2月頃まで使用できます。
デジタル化後、次のとおり取り扱いが変更となります。

変更点0

無償貸与する方の範囲を広げます!(平成31年10月以降貸与予定)

アナログ用

中継局

,、、

り)

デジタル用

戸別受信機

合

更新整備

平成30年度~平成32年度

アナログ用
屋外スピーカー

運用開始

平成32年4月~

((',))

アナログ用

戸別受信機

0自治会長

0消防団

0放送内容が聞き取
り1こくい地域の世帯

0市議会議員

r r '

れた一 11円言のりいは のに.ーします旧代にで

市町合併時の協定において、防災行政無線については「長崎市の制度に統一する」
とされ、また、戸別受信機が使用できるのは、「老朽化等により使用できなくなるまでの
期間」とされています。

参考資料

、、入

, J )

デジタル用
屋外スピーカー

変更占@

無償貸与対象の方以外で、購入を希望する方には、補助制度を
新たに創設し、有償でお渡しできることとなります!
(1)対象:購入を希望する方または事業所
(2)購入金額:約1万円(税込)

※機器単価約2万円の2分の1を市が負担します
ただし、過去に無償貸与されていた方にっいては、
補助率を4分の3にかさ上げします。
※4分の3補助の場合の実質負担額:約5千円

(3)申込方法.具体的な申し込み方法についてょ別途お知らせします。
(4)受付時期:平成31年4月頃から実施予定
(5)配布時期:平成32年1月以降配布予定

変更点@

旧町ごとに、防災行政無線で放送している地域の行事や生活
情報などもメールで受信できるようになります!
(平成32年4月以降、旧町地区ごとの配信情報メニューを追加予定)

(裏面に続く)-4-

ージタル用
送信局

+

0民生委員・児童委員
0介護保険認定者(要介護3以上)
0身体障害者手帳(1級または飴別
※視覚・聴覚・肢体不自由に限る
0難病者

フ、
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の防災情報取得手段

防災行政無線や戸別受信機の他に、防災行政無線の放

送内容を確認することができる方法を整備しています。

バ手方ノ

防災行政無線ナジ

成0年0月0日 0時

0分散送

こちらは防災崎市役所

です

大雨讐根が発表されまし

た.

今犠の気象惰報1こ十分注

をしてください。

防災メールの登録を代行します
坊災危機管理室(095-822-0480)

または、お近くの地域センターま
絡ください。

防災メール

...■■■■■■■■■■圃■■■巨■■■■■邑■■■■■■■邑■鳳■■■■■冒■■■■■●

【登録方法】

右のQRコードを読研込疹せるか、
メールの宛先に
「bousai.na asaki・C武 raiden.ktaiwork.'」

を入力して、空メールを送りぎす

テレピて確認!テレビのdボタン

..■■■■卿睡■■■五■■■■■■■■■■■■■■■■■■■興■旦■■■■■■巨■■■■

,ー,堂詞■^.島
"声尋^1て

昼如.亀伽^t,
帰、*,質.^,r■、私
,■^砦宅,凱肌t'之貫
1、

【問い合わせ先】長崎市防災危機管理室
TEL 095-822-0480 FAX 095-820-0108

テレビのデータ放送

(NBC・ケーフ、ルテ比、)

イチ六シ「防災メー」のメリット

認できま!Sf'テ政無'.の'
防災行政無線が聞き取れない場合でも、放送とほぼ同時に、
携帯電話やパソコンなどてその内容を確認できます!

@:..・'F 選ぱず主入できます!
常に身につけている携帯電話に登録すると、電波を受信でき
れぱ、いつてもどこでも情報を入手できます!
戸別受信機は設置している場所のみの情報伝達手段です!

3登ε、代'子します!
登録方法がわからない場合は、登録を代行します!

④登録無料です!
登録に費用はかかりません!

防災行政無線の音声到達の確認について

1デジタル化敕芹工
平成31年4月からデジタル方式へ移行する平成32年4月ま

での間、全市内にある約500箇所の屋外スピーカーの工事を
順次行います。

その際に、試験放送も行い、必要に応じて音声の到達範囲や
方向の調整を実施します。

2デジタル化後(、,成32 4月P 久)
デジタル化後について、万一、音声が聞き取り1こくい場合は、

次の手順で対応します。

手順(1)音声が聞き取り1こくいなどの相談を受けます。
■

手順(2)職員が現地へ出向いて試験放送を行い、音量を
測定器で計測します。 ■

(可能であれぱ相談者も一緒に聞いていただきます。)
手順(3)屋外スピーカーの方向調整、音量調整を行います。

連

回回

回'

電話で確認,田80999-0柁

、、、

゛

ず
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ホームページ

長崎市防災危機管理室

デレホンガイダンス

ツイツター

フエイスブック

.■■■.■.....■■■■督■■■■■■邑■■■■■■■■■■唖■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■旨

゛.■■■...■■■■■■■■皿■■■曇画■■■■■"■■■■尋■■■■■■■■壱■■■■■■■■■■■皿■■■■■■尋■■●
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